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○桐生市学校規模等適正化中学校区検討委員会及び地域協議会設置要綱の一部改正に

ついて 

 

 

１ 改正理由 

  桐生市学校規模等適正化中学校区検討委員会及び地域協議会設置要綱（以下「要綱」

という。）第 4 条第 3 項には、検討委員会が地域協議会の編成を要請する場合、「隣接

する検討委員会からいずれか一つの検討委員会を選び、地域協議会の編成について要

請を行うものとする。」とあります。 

 

  しかしながら、中央中学校区、清流中学校区、境野中学校区及び梅田中学校区検討

委員会の第 3 回会議において、二つの検討委員会で地域協議会を編成し、学校種ごと

に統合した場合、「桐生市立小中学校適正規模・適正配置基本方針」の望ましい学校

規模を維持することができないため、資料 10 にある地域ブロックの枠組みのとおり、

四つの検討委員会により、一つの地域協議会を編成したいとのご意見がありました。 

 

  現行の要綱の規定に基づき、上記の四つの検討委員会が、一つの地域協議会を編成

できるように、相互に要請しあうことも可能ですが、簡潔明瞭な根拠の基に、検討委

員会の意向を反映できるよう、要綱を改正するものです。 

 

 

 

《参 考》資料 10：学校規模及び学校配置の適正化に向けた組合せ例について（P.4） 

 

 ・地域ブロック 

   基本方針の各種基準や、これまでの検討委員会におけるご意見のほか、児童生徒

の居住地の実態を反映した中学校区ごとの児童生徒数・学級数の見込み、地理的特

性などを考慮し、中学校区の枠組みを基本とした上で、桐生市全体の将来を見据え

た場合、旧桐生地域を３つのブロック、旧新里地域を１つのブロックと捉え、学校

規模及び学校配置の適正化を検討することが望ましいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧桐生地域：「中央中・清流中・境野中・梅田中」 

「広沢中・桜木中」 

「相生中・川内中」 

旧新里地域：「新里中」 

資料１４ 
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２ 新旧対照表 

 ：『桐生市学校規模等適正化中学校区検討委員会及び地域協議会設置要綱』 

 

修正前 修正後 

(地域協議会の編成) 

第 4 条 検討委員会は、中学校区間で、学校規模

等適正化の検討を推進するため、当該検討委員

会の決定により、地域協議会を編成するものと

する。  

2 地域協議会は、原則二つ以上の検討委員会で構

成するものとする。  

3 前条第1項第1号の規定により設置された検討

委員会は、当該検討委員会の決定により、当該検

討委員会の小学校又は中学校(検討開始基準に

該当する学校に限る。)の学校区に隣接する検討

委員会からいずれか一つの検討委員会を選び、

地域協議会の編成について要請を行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

5 前条第1項第2号の規定により設置された検討

委員会は、同項第 1 号の規定により設置された

検討委員会から地域協議会編成の要請がない場

合において、学校規模等適正化の検討を行う必

要があると認めたときは、当該検討委員会の決

定により、隣接する検討委員会からいずれか一

つの検討委員会を選び、地域協議会の 編成に

ついて要請することができる。 

(地域協議会の編成) 

第 4 条 同左。 

 

 

 

2 同左。 

 

3 前条第1項第1号の規定により設置された検討

委員会は、当該検討委員会の決定により、当該検

討委員会の小学校又は中学校(検討開始基準に

該当する学校に限る。)の学校区に隣接する検討

委員会からいずれか一つの検討委員会を選び、

地域協議会の編成について要請を行うものとす

る。ただし、当該検討委員会は、教育長が地域協

議会の編成を円滑に実施するため必要があると

認める場合は、当該検討委員会の決定により、

二つ以上の検討委員会(隣接しないものを含む。

第 5 項において同じ。)を選び、地域協議会の編

成について要請を行うことができる。 

5 前条第1項第2号の規定により設置された検討

委員会は、同項第 1 号の規定により設置された

検討委員会から地域協議会編成の要請がない場

合において、学校規模等適正化の検討を行う必

要があると認めたときは、当該検討委員会の決

定により、隣接する検討委員会からいずれか一

つの検討委員会を選び、地域協議会の編成につ

いて要請することができる。ただし、当該検討委

員会は、教育長が地域協議会の編成を円滑に実

施するため必要があると認める場合は、当該検

討委員会の決定により、二つ以上の検討委員会

を選び、地域協議会の編成について要請を行う

ことができる。 

 

 

３ 施行期日 

  令和 7 年 1 月 1 日 
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桐生市学校規模等適正化中学校区検討委員会及び地域協議会設置要綱 

(令和 5 年 10 月 23 日施行) 

改正 令和 6 年 4 月 1 日 令和 7 年 1 月 1 日
 

 

(設置) 

第 1 条 桐生市立小中学校適正規模・適正配置基本方針(令和 5 年 3 月 24 日策定。以

下「基本方針」という。)に基づき、将来を見据えた学校規模及び学校配置の適正化

(以下「学校規模等適正化」という。)を推進し、児童生徒にとって、より良い教育

環境と質の高い学校教育を実現するため、学校規模等適正化中学校区検討委員会(以

下「検討委員会」という。)及び地域協議会を設置する。 

(所掌事項) 

第 2 条 検討委員会及び地域協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 該当地域における学校規模等適正化の検討に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。 

(検討委員会の組織) 

第 3 条 各中学校区は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に掲げる検討委

員会を当該中学校区に置くものとする。ただし、教育長が特別の事情があると認め

るときは、この限りでない。 

(1) 当該中学校区内の小学校又は中学校が、基本方針に定める学校規模の適正化に

関する検討を開始する基準(以下「検討開始基準」という。)に該当するとき。 

(2) 前号により設置された検討委員会の小学校又は中学校(検討開始基準に該当す

る学校に限る。)の学校区に隣接するとき。 

2 検討委員会は、委員 15 人以内で組織し、次に掲げる者のうちから桐生市教育委員

会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。 

(1) 当該地区保護者の代表者 

(2) 当該地区住民自治組織の代表者 

(3) 当該地区学校評議員の代表者 

(4) 当該地区青少年関係団体の代表者 

(5) 学校長 

(地域協議会の編成) 

第 4 条 検討委員会は、中学校区間で、学校規模等適正化の検討を推進するため、当

該検討委員会の決定により、地域協議会を編成するものとする。 

2 地域協議会は、原則二つ以上の検討委員会で構成するものとする。 

3 前条第 1 項第 1 号の規定により設置された検討委員会は、当該検討委員会の決定に

より、当該検討委員会の小学校又は中学校(検討開始基準に該当する学校に限る。)

の学校区に隣接する検討委員会からいずれか一つの検討委員会を選び、地域協議会

の編成について要請を行うものとする。ただし、当該検討委員会は、教育長が地域

協議会の編成を円滑に実施するため必要があると認める場合は、当該検討委員会の

決定により、二つ以上の検討委員会(隣接しないものを含む。第 5 項において同

じ。)を選び、地域協議会の編成について要請を行うことができる。 
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4 前項の要請を受けた検討委員会は、要請を行った検討委員会を優先し、地域協議会

を編成するものとする。 

5 前条第 1 項第 2 号の規定により設置された検討委員会は、同項第 1 号の規定により

設置された検討委員会から地域協議会編成の要請がない場合において、学校規模等

適正化の検討を行う必要があると認めたときは、当該検討委員会の決定により、隣

接する検討委員会からいずれか一つの検討委員会を選び、地域協議会の編成につい

て要請することができる。ただし、当該検討委員会は、教育長が地域協議会の編成

を円滑に実施するため必要があると認める場合は、当該検討委員会の決定により、

二つ以上の検討委員会を選び、地域協議会の編成について要請を行うことができ

る。 

6 前 2 項において、要請予定である検討委員会を含めた地域協議会が既に編成されて

いるときは、当該地域協議会に参加申入れを行うものとする。 

7 地域協議会において学校規模等適正化の検討を行った後、地域協議会の組替えが必

要となったときは、関係する地域協議会間の協議及び決定に基づき、中学校区の単

位を基本として、地域協議会を組み替えることができる。 

8 検討委員会又は地域協議会は、第 3 項及び第 5 項による要請、第 4 項による編成、

第 6 項による申入れ並びに前項による組替えを行ったときは、その旨教育委員会に

報告するものとする。 

(地域協議会の組織) 

第 5 条 地域協議会は、各検討委員会を代表する者をもって構成し、第 7 条に規定す

る委員長及び副委員長並びに教育長が指名する委員を充てる。 

(任期) 

第 6 条 検討委員会の委員の任期は、委嘱の日から第 17 条第 2 項の規定による報告が

完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

2 検討委員会の委員(第 3 条第 2 項第 5 号の委員を除く。)は、当該中学校区に住所を

有しなくなったときは、その職を失う。 

(検討委員会の委員長及び副委員長) 

第 7 条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する委員をもって充

てる。 

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

(検討委員会の会議) 

第 8 条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長と

なる。 

2 委員が会議に出席できないときは、委員が指名し、かつ、議長が認めた者を委員の

代理人として出席させることができる。 

3 会議は、委員(前項の代理人を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開く

ことができない。 
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4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

(会議の公開) 

第 9 条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めると

き、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要がある

と認めるときは、当該会議の全部又は一部を非公開とすることができる。 

(会議の傍聴) 

第 10 条 会議は傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他

必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。 

2 会議を傍聴しようとする者は、受付をしなければならない。 

3 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

(1) 危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 前 2 号に定めるもののほか、会議を妨げ、又は人に迷惑を及ぼすと認められる

者 

(4) その他委員長が傍聴を不適当と認める者 

4 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 

(1) 携帯電話等電子機器による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。 

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(3) 写真を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を

得た者はこの限りでない。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。 

5 傍聴人は、委員長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならな

い。 

(意見の聴取) 

第 11 条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、そ

の意見又は説明を聴くことができる。 

(書面による調査審議) 

第 12 条 第 8 条の規定にかかわらず、委員長は、災害その他のやむを得ない理由によ

り会議を開くことができない場合において、必要があると認めるときは、書面によ

る調査審議を実施することができる。 

2 書面による調査審議の議事は、委員の過半数が当該書面による調査審議に参加した

上で、当該参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

3 委員長は、書面による調査審議において、必要があると認めるときは、委員以外の

者に書面による意見を求めることができる。 

(議事録の作成及び公表) 

第 13 条 委員長は、会議の終了後、速やかにその議事録を作成し、これを公表するも

のとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分につい

ては、この限りでない。 

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。 
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(1) 開催日時及び場所 

(2) 出席者の職及び氏名 

(3) 議題及び議事の大要 

(4) その他委員長又は会議において必要と認めた事項 

(地域協議会についての準用規定) 

第 14 条 第 7 条から前条までの規定は、地域協議会について準用する。この場合にお

いて、第 7 条中「検討委員会」とあるのは「地域協議会」と、「委員長」とあるの

は「会長」と、「副委員長」とあるのは「副会長」と、第 8 条中「検討委員会」と

あるのは「地域協議会」と、「委員長」とあるのは「会長」と、第 11 条中「検討委

員会」とあるのは「地域協議会」と、第 10 条、第 12 条及び第 13 条中「委員長」と

あるのは「会長」と読み替えるものとする。 

(議決の特例等) 

第 15 条 検討委員会は、当該検討委員会の決定により、地域協議会の編成を要請しな

いこととしたときは、検討委員会の会議の議決をもって地域協議会の議決に代える

ことができる。 

2 次条第 3 項及び第 17 条の規定は、地域協議会の編成を要請しないこととした検討

委員会について準用する。この場合において、同条中「地域協議会」とあるのは、

「検討委員会」と読み替えるものとする。 

(学校適正配置の方向性に係る検討) 

第 16 条 検討委員会及び地域協議会は、基本方針の趣旨等に照らし、総合的かつ責任

ある検討を行うとともに、当該中学校区及び当該地域における学校規模等適正化に

係る手法、学校配置その他の学校適正配置に必要な事項を定める学校適正配置の方

向性(以下「学校適正配置の方向性」という。)を協議及び決定するものとする。 

2 検討委員会は、学校適正配置の方向性を決定したときは、その結果を地域協議会に

報告するものとする。 

3 地域協議会は、前項の規定による報告を受けたときは、必要な協議を行い、学校適

正配置の方向性について最終的な決定を行うものとする。 

(教育委員会との協議) 

第 17 条 地域協議会は、前条第 3 項の規定による決定を行ったときは、教育委員会に

学校適正配置の方向性を報告するものとする。 

2 教育委員会は、前項の報告があった場合において、その学校適正配置の方向性につ

いて、当該施設状況や効率性等を勘案しつつ、内容を精査し、妥当であると認める

ときは、地域協議会に了承した旨報告するものとする。ただし、学校適正配置の方

向性の内容が明らかに妥当でないと認められる場合に限り、内容を了承せず、地域

協議会に改めて検討を行うことを求めることができる。 

3 教育委員会は、前項ただし書の規定による検討を求めるときは、理由を示して、そ

の旨を地域協議会に通知しなければならない。 

4 地域協議会は、前項の規定による通知があったときは、当該中学校区における学校

適正配置に係る方向性について、改めて各検討委員会において検討を行うものとす

る。 
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5 教育委員会は、第 2 項の規定による報告を行ったときは、地域協議会が決定した学

校適正配置の方向性を基に、実施計画を作成するものとする。 

(庶務) 

第 18 条 検討委員会及び地域協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育環境課に

おいて処理する。 

(補則) 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会又は地域協議会の運営に関し必要

な事項は、委員長又は会長が会議に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この要綱は、令和 5 年 10 月 23 日から施行する。 

(準備行為) 

2 委員の委嘱その他この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の

日前においても行うことができる。 

(会議の招集の特例) 

3 この要綱の施行後最初に招集される会議は、第 8 条又は第 14 条の規定にかかわら

ず、教育委員会が招集する。 

附 則(令和 6 年 4 月 1 日) 

この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 7 年 1 月 1 日) 

この要綱は、令和 7 年 1 月 1 日から施行する。 

別表(第 3 条関係) 

検討委員会の名称 検討委員会設置地区における小学校区 

中央中学校区検討委員会 西小学校区、南小学校区 

清流中学校区検討委員会 東小学校区、北小学校区、菱小学校区 

境野中学校区検討委員会 境野小学校区 

広沢中学校区検討委員会 広沢小学校区 

梅田中学校区検討委員会 梅田南小学校区 

相生中学校区検討委員会 相生小学校区、天沼小学校区 

川内中学校区検討委員会 川内小学校区 

桜木中学校区検討委員会 桜木小学校区、神明小学校区 

新里中学校区検討委員会 新里中央小学校区、新里東小学校区、新里北小学校区 

 


